
営業許可申請事前確認票　　(R7.10 月～） 
 
※他法令の定めにより営業することができない地域 ・建築物があります .本確認票により事前に関係部署にご確認ください。 

1 保健衛生課 （担当：　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　）℡0985-29-5283　FAX：0985-61-1210 

　2 都市計画課（確認者：　　　　　　　　　　　　　　 ）　第２庁舎７階℡0985-21-1811 

【 区  域 】□ 
□都市計画区域外  
□都市計画区域内  
（市街化区域又は用途地域内  ・ 市街化調整区域  ・ 用途地域の指定の無い区域） 

 
《 用途地域  》 

3　開発審査課（担当者：  ） 第２庁舎８階  ℡0985-21-1818 

○ 都市計画法に基づく規定  
・ 開発行為の許可  許可済　・　届出済　・　指導中　・　その他  
 

 

　 

4 建築行政課 （確認者：　　　　　　　　　　　　　　 ）　第２庁舎８階  ℡0985-21-1813 

○ 建築基準法に基づく用途制限  適　・　不適　・　開発審査課の判断による 
・ 建築確認  不要　・　要（ 申請済　・　未申請  ） 
※  施設の面積や間取りが確認できる図面、位置図等をお持ちください。 

　　　　　　【 備考  】 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

申 請 者
氏 名 連 絡 先

 
住 所

 
営 業 の 種 類 飲食店営業・菓子製造業・そうざい製造業・（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 
営業所の所在地 宮崎市

 
□施設平面図 （調理場、客席等の面積がわかる図面）　□付近見取図 （ゼンリン、GoogleMap 等）

 □①第１種低層住居専用地域 □⑤第１種住居地域 □⑨商業地域

 □②第２種低層住居専用地域 □⑥第２種住居地域 □⑩準工業地域

 □③第１種中高層住居専用地域 □⑦準住居地域 □⑪工業地域
 □④第２種中高層住居専用地域 □⑧近隣商業地域 □⑫工業専用地域

 

【受付印】

【受付印】

【受付印】

 
別添「増改築等の事前相談のお願い」のとおり、本市では建物の増改築や用途変更に伴い　

消防法令違反となる事案が多数発生しております。 
飲食店等を開業される際は、必要に応じて管轄の消防署にご相談されますようお願いします。

消 防 局 か ら の お 願 い

　□確認結果本人渡し




